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Information file

国
　
保

　

国
保
税
は
年
８
回
に
分
け
て
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
４
月
の
時
点

で
は
、
前
年
中
の
所
得
金
額
な
ど
が

確
定
し
て
い
な
い
た
め
、
平
成
27
年

度
の
国
保
税
を
算
定
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

　

そ
こ
で
、
第
１
・
２
期
の
国
保
税

は
、
仮
算
定
の
税
額
を
納
め
て
い
た

だ
き
ま
す
。

◆
仮
算
定
と
は

　

国
保
税
は
、
加
入
者
の
前
年

中（
１
月
１
日
～
12
月
31
日
）の

所
得
金
額
と
、
当
該
年
度
の
固

定
資
産
税
額
を
も
と
に
計
算
し

ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
金
額

が
確
定
す
る
ま
で
は
、
暫
定
的

に
、
平
成
26
年
度
の
国
保
税
の
、

年
税
額
の
８
分
の
１
に
相
当
す

る
額
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※	

年
度
の
途
中
か
ら
加
入
し
た

世
帯
の
場
合
は
、
１
年
間
に

換
算
し
た
額

　

　

仮
算
定（
第
１
・
２
期
）の
納
税
通

知
書
は
、
４
月
中
旬
に
送
付
す
る
予

定
で
す
。

　

も
し
、
平
成
27
年
度
の
国
保
税
が
、

平
成
26
年
度
の
年
税
額
の
２
分
の
１

に
相
当
す
る
額
に
満
た
な
い
と
思
わ

れ
る
場
合
は
、
仮
算
定
の
税
額
の
修

正
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

詳
し
く
は
、
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ
へ

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
し
て
い

る
方
は
、
４
月
の
年
金
か
ら
天
引
き

（
特
別
徴
収
）さ
れ
る
金
額
を
４
月
の

上
旬
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

申
し
出
に
よ
り
年
金
か
ら
の
天
引

き
を
口
座
振
替
に
変
更
し
た
方
は
、

保
険
料
の
納
付
が
７
月
か
ら
始
ま
り

ま
す
。

　

保
険
料
は
前
年
の
本
人
の
所
得
を

も
と
に
計
算
を
し
ま
す
が
、
４
月
か

ら
８
月
ま
で
の
年
金
か
ら
の
天
引
き

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

年
金
天
引
き
開
始

で
は
、
平
成
27
年
２
月
の
年
金
天
引

き
の
額
ま
た
は
前
々
年
の
所
得
を
も

と
に
仮
計
算
さ
れ
た
保
険
料
額
を
納

め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

問
合
せ
先

　

□市
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

　
☎
５
２
‒
１
１
１
１
（
内
線
227・217
）

国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）

第
１
期
・
第
２
期
は

仮
算
定
に
よ
る
税
額
で
す

国
民
健
康
保
険

一
部
負
担
金
の
減
免
、

徴
収
猶
予
に
つ
い
て

　

災
害
や
、
事
業
の
休
廃
止
な
ど
に

よ
っ
て
生
活
が
困
難
に
な
っ
た
と
き
、

病
院
な
ど
の
窓
口
で
の
一
部
負
担
金

（
１
～
３
割
の
自
己
負
担
額
）の
、
減

免
な
ど
を
行
う
制
度
が
あ
り
ま
す
。

◆
対
象
の
方

　

一
部
負
担
金
の
支
払
い
義
務
を
負

う
世
帯
主
ま
た
は
世
帯
に
属
す
る
方

が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
資

産
や
能
力
の
活
用
を
図
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
生
活
が
困
難
に
な
っ
た

場
合

①	

震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
ほ

か
こ
れ
に
類
す
る
災
害
に
よ
り
死

亡
し
た
と
き
、
心
身
障
が
い
者
と

な
っ
た
と
き
、
ま
た
は
資
産
に
重

大
な
損
害
を
受
け
た
と
き

②	

干
ば
つ
、
冷
害
な
ど
に
よ
る
農
作

物
の
不
作
な
ど
の
理
由
に
よ
り
収

入
が
著
し
く
減
少
し
た
と
き

③	

事
業
ま
た
は
業
務
の
休
廃
止
、
失

業
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し

た
と
き

※	

対
象
者
本
人
か
ら
の
申
請
が
あ
り
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、

一
部
負
担
金
の
減
免
、
徴
収
猶
予

を
行
い
ま
す
。

※	

条
件
に
よ
り
対
象
と
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
市

民
窓
口
グ
ル
ー
プ
へ
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

　
　

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

問
合
せ
先

　

□市
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

　
☎
５
２
‒
１
１
１
１
（
内
線
261・262
）

医
　
療


